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　当協会の第３７回通常総会が５月２７日、福島市のウェディングエルティで開かれ、東日本大震災におけ

る復興への協力、協会組織の拡大・強化の確立などの２３年度事業計画を決めたほか、役員改選では大河

原正一会長を再選した。公益法人制度改革への対応については、公益社団法人への移行に向け、具体的

な準備を進め、今年度に認定申請を行う方針を示した。

　会員ら約９０人が出席した。大

河原会長が「震災で、浄化槽が

地震・災害に強いことが証明さ

れた。耐震性、迅速性、経済性

に優れ、人口減少社会にも対応

できるものとして、整備区域の

拡大を強く要望していきたい。

震災復興に関しては、以前より

もきれいになったと言われるよう、県土の復旧に尽力

していこう」とあいさつ。来賓の高松努県生活環境部

次長、小泉五男福島市下水道部次長らが祝辞を述べた。

　議事では２２年度の会務報告、２３年度事業計画・予算

案、活動スローガン案などを承認し、任期満了に伴う

役員改選を行った。

　事業計画は、会員外の協会加入促進、講習会・研修

会の実施、広報啓発活動の推進、法定検査受検率向上

の推進、浄化槽保証制度の推進、浄化槽関係事業を通

した震災復興協力、国・県・市町村と連携した浄化槽

の被害状況等調査など。

　スローガンは、①浄化槽の適正な施工設置と維持管

理の実施②すべての既設単独処理浄化槽の合併処理浄

化槽への転換推進③浄化槽整備事業の全市町村実施の

促進④県浄化槽生涯保証システムの推進⑤１１条検査

（ＢＯＤ測定）の完全実施―に加え、集合処理施設と

比べ柔軟に対応できる浄化槽が、震災の被災地域にお

ける生活排水処理として整備されるよう、浄化槽の優

位性を強調したＰＲ活動を展開することを盛り込ん

だ。

　また、平成２３年度東日本大震災浄化槽被害状況緊急

調査（環境省）や緊急雇用創出基金事業などの受託業

務について、特別会計を設置するものとした。

　席上、環境大臣表彰や全国浄化槽団体連合会会長顕

彰状などを受賞者に伝達し、県浄化槽協会会長表彰者

に賞状を贈った。受賞者を代表し櫛田忠夫氏が謝辞を

述べた。

※新役員、表彰受賞者は６面に掲載

山下教授が特別講演
　通常総会に先立

ち、特別講演会を開

き、県放射線健康リ

スク管理アドバイ

ザーの山下俊一長崎

大学大学院医歯薬学

総合研究科教授を講

師に迎え、放射能・

放射線について知識を深めた。

　東京電力福島第１原子力発電所事故の影響を正しく

理解し、業務に役立てようと開催した。山下教授は、

放射能に関する基本的事項や県内の状況、注意点など

を分かりやすく解説した。

　出席者は山下教授の説明を熱心に聞き、質疑応答で

は、多くの会員から質問が出された。

２３年度事業計画などを決めた総会

大河原会長

講演する山下教授
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　３月１１日に発生した東日本大地震は、未曾有の巨大地震、大津波で本県に甚大な被害を及ぼした。原

子力災害の影響もあり、復旧・復興への道筋が定まらずにいる中、７月末には記録的な集中豪雨（新潟・

福島豪雨）が会津地方を襲い、河川の氾濫、土砂災害などが発生した。本協会は環境省の委託を受け、

東日本大震災の地震・津波被害を受けた１市３町の浄化槽被害状況を緊急調査。全損は６％に過ぎず、

浄化槽の災害に対する強さを確認するとともに、課題も浮き彫りとなった。新潟・福島豪雨災害では災

害直後から現地に入り、被害状況などを調べた。

「「災害に強い浄化槽災害に強い浄化槽」」を証明を証明 東日本大震災新潟・福島豪雨

　調査は、「東日本大震災浄化槽被害状況緊急調査」と

して、震災による浄化槽の被害状況を把握し、今後本

格化する応急補修、本復旧の円滑化に資することを目

的に環境省が福島・宮城・岩手の各県で実施した。

　調査条件は①震度６弱以上を観測した地域②地震被

害が甚大な区域（地震区域）③津波による浸水被害が

大きい区域（浸水区域）―の今後も住宅に住むと予想

される浄化槽、各県３５０基程度。福島県分を本協会が受

託した。

　現地調査は４月２２日から３０日にかけて行い、地震・

津波区域合わせて３５２基を調べた。内訳は、地震区域が

桑折町１２５基、国見町７７基、猪苗代町４９基と、当初浸水

区域として想定していたものの津波被害が確認できな

かった、いわき市の３５基を加えた計２８６基。浸水区域は、

いわき市の６６基。

　応急修理が必要と判断されたのは全体の２５％の８８

津波・地震区域で緊急調査
全損６％、応急修理２５％

基。このうち全

損判定は６％の

２１基で、応急修

理が必要と判断

したものを含め

９４％が使用可能

であり、浄化槽

の災害に対する

強さを実証する

形となった。

　応急修理の内

訳は、地震区域

が６２基（２１．７％）、

浸水区域が２６基

（３９．４％）。地域

別では、いわき

市が３５基と最も

多く、浸水区域

では、放流管渠に土砂等が逆流し槽内や升に堆積する

被害、浸水による送風機異常などが確認された。

全損と判断される浄化槽の状況（いわき市）

　　　　　　　　緊急調査における被害状況　　　　　　　　

合計
応急修理の必要性

調査地域調査対象区域 不明不要
要
うち全損判定

１２５１１０１６（３）２３（５）
桑折町

地震区域

１００％０．８％８０．８％４．８％１８．４％
７７０５９６（２）１８（３）

国見町
１００％０％７６．６％７．８％２３．４％
４９０３７４（３）１２（５）

猪苗代町
１００％０％７５．５％８．２％２４．５％
３５０２６３（０）９（０）

いわき市①
１００％０．３０％７４．３％８．６％２５．７％
２８６１２２３１９（８）６２（１３）

計
１００％１．５％７８％６．６％２１．７％
６６１３９２（０）２６（１）

いわき市②浸水区域
１００％１％５９．１％３％３９．４％
１０１１６５５（０）３５（１）

いわき市計
１００％１％６４．４％５％３４．７％
３５２２２６２２１（８）８８（１４）

合計全区域
１００％０．６％７４．４％６％２５％

※カッコ内の数字は修補済み件数
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　会津地方には

７月２７日から断

続的に猛烈な雨

が降り続け、只

見町では２７日１２

時から３０日２４時

までの総雨量が

６８０�に達し、平

成１６年７月豪雨

を上回る大雨と

なった。只見川、伊南川などの河川で氾濫、落橋など

の被害が発生し、県の集計では被害額は公共土木施設、

農林水産業関係合わせて２４２億円に達している。

　市町村設置型による浄化槽整備を進めている金山町

では、土砂の流入やブロワの浸水などの被害が発生し

た。当協会は８月１日から検査員を現地に派遣し、浸

水被害の大きかった横田地区、西谷地区を中心に被害

状況調査を実施し、町に結果を報告した。

　また、会員メーカーによる迅速な現地確認も行われ、

改善作業が進められている。

　南会津町では、一部の地区で浄化槽への土砂流入が

あった旨の報告が会員に寄せられている。被害状況の

大きい施設では、槽本体の入れ替えも検討されている

もよう。

浸水したブロワ（外側カバーを外
した状態、金山町西谷地区）

南相馬市は９割使用可能
送風機異常が最多４３基

　環境省委託の緊急調査とは別に、当協会は南相馬市

の会員維持管理業者と連携し、緊急調査を行った。

　原発事故で立ち入りが制限されている地域を除く

５，０２７基を調べた結果、９０．５％の４，５５０基が使用可能で、

使用不可が７６基、応急措置により使用可能が１０９基、津

波で全壊した場所を含め不明が２９２基だった。

　主な被害内容は送風機異常が４３基で最も多く、浄化

槽本体の漏水等が３４基、空気配管の破損が２０基、浄化

槽本体の浮上・沈下が１９基で続いた。１１人槽以上の規

模で被害が多かった。

　震災直後より会員（保守点検業者）に被災浄化槽の

状況報告の協力を要請し、６７１基の報告が寄せられた。

報告を受けた６７１基のうち、浄化槽本体の破損が１２８基、

漏水が１０１基（２０基は破損と重複）で認められた。

　緊急調査等の結果、応急修理（措置）に対応する上

でも、専門性の高い技術者による緊急調査の必要性が

高いことが確認された一方、緊急調査における①実施

体制の準備②実施方法③応急修理の方策④県・市町村、

関係団体・業者、浄化槽管理者などの連携―が今後の

検討課題となった。

　今回の震災では、関係団体・業者等で構築した「浄

化槽維持管理システム」が機能し、顧客の被災状況確

認や工事業者、当協会（指定検査機関）、県市町村との

連携が図られ、「浄化槽が災害に強い」ということを証

明したが、真に災害に強い浄化槽を築くためには、よ

り一層の製造・工事・保守点検・清掃・法定検査の連

携強化、維持管理システムの機能強化が求められる。

　このほか、浄化槽管理者を考えた「災害時の浄化槽

維持管理システムを強化
復旧に果たす浄化槽の役割検討

　東日本大震災の被害に対して、全国の浄

化槽団体や賛助会員の方々より、力強い励

ましと心温まるお見舞いを数多くいただき

ました。皆様からのご支援、ご協力に心よ

り感謝申し上げます。
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金山町に検査員を派遣
新潟・福島豪雨　南会津町でも被害調査

震災見舞いに対する御礼震災見舞いに対する御礼

当協会から災害時の対応提案
全国浄化槽技術研究集会

　１０月１２日～１３日

に茨城県土浦市で

開催された第２５回

全国浄化槽技術研

究集会において、

岩手・宮城・福島・

茨城の各県協会が

震災被害の状況報

告を行った。

　当協会からは鴫原専務理事が報告を行い、震災だけ

ではなく７月の豪雨災害も含めた「災害時の総合的な

対応」について提案をした。

被災状況を報告した研究集会

被害対策マニュアル」の見直しと積極的な活用、浄化

槽本体の耐震性向上と費用対効果の検討などが必要で

あり、さらには全体の被害状況を調査し、自然災害に

対する課題の解決、復旧・復興に浄化槽が果たす役割

を早急に検討しなければならない。

　槽を引き上げての修繕、槽の入れ替えが必要と判断

した「全損」は地震区域で１９基、浸水区域で２基。こ

のうち８基は調査時点で、新規浄化槽設置などの復旧

が完了していた。
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平成平成2222年度 市町村別法定検査実施結果報告年度　市町村別法定検査実施結果報告（（平平成22年4成22年4月1日～月1日～平成23年平成23年3月3月31日）31日）

法１１条検査法７条検査
市町村 計不適正おおむね適正適正計不適正おおむね適正適正

基数割合基数割合基数割合基数基数割合基数割合基数割合基数
７，９３５
（５，６２０）

８．９％
（０．４％）

７０７
（２４）

２７．５％
（２０％）

２，１８０
（１，１３０）

６３．６％
（７９％）

５，０４８
（４，４６６）３０３３．０％９２８．７％８７６８．３％２０７福島市

１，７０２
（３）

１２．５％
（０．０％）

２１３
（０）

４９．１％
（３３％）

８３５
（１）

３８．４％
（６７％）

６５４
（２）１５８６．３％１０４９．４％７８４４．３％７０会津若松市

３，８３０
（１，１１３）

２２．０％
（０．５％）

８４３
（６）

４６．７％
（２２％）

１，７８９
（２４７）

３１．３％
（７７％）

１，１９８
（８６０）４２２１０．７％４５４８．１％２０３４１．２％１７４郡山市

７，８５３
（４，３２２）

５．３％
（０．８％）

４１５
（３４）

３７．１％
（１５％）

２，９１０
（６４４）

５７．７％
（８４％）

４，５２８
（３，６４４）８２６３．３％２７４３．６％３６０５３．１％４３９いわき市

８４３
（１９５）

１８．３％
（３．１％）

１５４
（６）

４７．８％
（１６％）

４０３
（３２）

３３．９％
（８１％）

２８６
（１５７）９８１４．３％１４５１．０％５０３４．７％３４白河市

１，６７６
（１，０７８）

５．２％
（０．０％）

８７
（０）

２６．８％
（１５％）

４４９
（１６３）

６８．０％
（８５％）

１，１４０
（９１５）１１３２．７％３３７．２％４２６０．２％６８南相馬市

１，２２３
（５６１）

１５．２％
（０．２％）

１８６
（１）

３９．２％
（１６％）

４７９
（９２）

４５．６％
（８３％）

５５８
（４６８）８９７．９％７５７．３％５１３４．８％３１須賀川市

１，２９２
（５９０）

１１．７％
（０．２％）

１５１
（１）

４０．９％
（１８％）

５２９
（１０６）

４７．４％
（８２％）

６１２
（４８３）１２４４．８％６５２．４％６５４２．７％５３喜多方市

３９４２０．３％８０３７．６％１４８４２．１％１６６３９７．７％３３８．５％１５５３．８％２１相馬市
２，９７２
（１，９８６）

８．２％
（０．４％）

２４５
（８）

２９．０％
（２４％）

８６１
（４７１）

６２．８％
（７６％）

１，８６６
（１，５０７）１１８１０．２％１２２９．７％３５６０．２％７１二本松市

５６４４８．２％２７２４４．７％２５２７．１％４０１１５１３．０％１５４７．０％５４４０．０％４６田村市
３，６１９
（２，９８７）

１．３％
（０．１％）

４７
（３）

２４．０％
（１８％）

８７０
（５２５）

７４．７％
（８２％）

２，７０２
（２，４５９）１６００．６％１３０．６％４９６８．８％１１０伊達市

１，６３８
（１，１６１）

１１．２％
（１．１％）

１８３
（１３）

２５．９％
（２２％）

４２５
（２５２）

６２．９％
（７７％）

１，０３０
（８９６）４１１７．１％７１７．１％７６５．９％２７本宮市

９０８
（７７７）

１．３％
（０．４％）

１２
（３）

１８．０％
（１４％）

１６３
（１０６）

８０．７％
（８６％）

７３３
（６６８）２７０．０％０２２．２％６７７．８％２１桑折町

４０７
（３３７）

３．４％
（０．０％）

１４
（０）

１７．４％
（１４％）

７１
（４７）

７９．１％
（８６％）

３２２
（２９０）１７０．０％０１１．８％２８８．２％１５国見町

８３８
（５３５）

７．４％
（０．０％）

６２
（０）

３０．５％
（２３％）

２５６
（１２１）

６２．１％
（７７％）

５２０
（４１４）４９２．０％１１８．４％９７９．６％３９川俣町

４９２
（４１７）

９．６％
（１．２％）

４７
（５）

２８．３％
（２９％）

１３９
（１２３）

６２．２％
（６９％）

３０６
（２８９）１５６．７％１２６．７％４６６．７％１０大玉村

９９
（３）

２６．３％
（０．０％）

２６
（０）

５７．６％
（０％）

５７
（０）

１６．２％
（１００％）

１６
（３）１２３３．３％４５０．０％６１６．７％２鏡石町

２３２
（１２１）

１５．９％
（０．０％）

３７
（０）

３３．２％
（１８％）

７７
（２２）

５０．９％
（８２％）

１１８
（９９）２４２５．０％６４１．７％１０３３．３％８天栄村

８５８
（６０４）

１０．８％
（０．０％）

９３
（０）

３６．８％
（３１％）

３１６
（１８５）

５２．３％
（６９％）

４４９
（４１９）３４２．９％１５０．０％１７４７．１％１６南会津町

１８７
（２１）

２８．９％
（０．０％）

５４
（０）

４９．７％
（２９％）

９３
（６）

２１．４％
（７１％）

４０
（１５）２５４．０％１５６．０％１４４０．０％１０下郷町

２４４１．７％１０５４．２％１３４．２％１００００檜枝岐村
２０３３５．０％７１５６．７％１１５８．４％１７１８１１．１％２８３．３％１５５．６％１只見町
３０４０．０％１２５０．０％１５１０．０％３００００北塩原村
３１４５．４％１７６９．７％２１９２４．８％７８５２５．８％３５７．７％３０３６．５％１９西会津町
５７１．８％１４５．６％２６５２．６％３０１０．０％００％０１００．０％１磐梯町
４２１２５．９％１０９５５．６％２３４１８．５％７８３６５．６％２５０．０％１８４４．４％１６猪苗代町
６１７
（３１３）

１３．９％
（１．９％）

８６
（６）

３９．９％
（２２％）

２４６
（７０）

４６．２％
（７６％）

２８５
（２３７）３７５．４％２５４．１％２０４０．５％１５会津坂下町

２４５０．０％１２４５．８％１１４．２％１００００湯川村
８１２２．２％１８５４．３％４４２３．５％１９１４４２．９％６２１．４％３３５．７％５柳津町
５３３
（６）

１４．４％
（０．０％）

７７
（０）

６１．５％
（０％）３２８２４．０％

（１００％）
１２８
（６）２５０．０％０４８．０％１２５２．０％１３会津美里町

３４０２．６％９４８．８％１６６４８．５％１６５１０２０．０％２３０．０％３５０．０％５三島町
２９２９．２％２７７４．３％２１７１６．４％４８２２９．１％２８６．４％１９４．５％１金山町
５９６．８％４７８．０％４６１５．３％９２５０．０％１０％０５０．０％１昭和村
２０８
（１）

３０．８％
（０．０％）

６４
（０）

５７．７％
（０％）１２０１１．５％

（１００％）
２４
（１）１９１５．８％３４２．１％８４２．１％８西郷村

７７
（９）

１４．３％
（０．０％）

１１
（０）

６４．９％
（１１％）

５０
（１）

２０．８％
（８９％）

１６
（８）１１００．０％１０．０％００．０％０泉崎村

４０２０．０％８６２．５％２５１７．５％７６０．０％０３３．３％２６６．７％４中島村
１６２２３．５％３８６８．５％１１１８．０％１３２９６．９％２６２．１％１８３１．０％９矢吹町
３２８
（１５６）

８．２％
（０．０％）

２７
（０）

３９．６％
（１８％）

１３０
（２８）

５２．１％
（８２％）

１７１
（１２８）２７７．４％２５１．９％１４４０．７％１１棚倉町

１８６
（７６）

１５．１％
（０．０％）

２８
（０）

４０．３％
（１１％）

７５
（８）

４４．６％
（８９％）

８３
（６８）３００．０％０６６．７％２０３３．３％１０矢祭町

１５５
（６２）

１２．９％
（１．６％）

２０
（１）

４０．０％
（１１％）

６２
（７）

４７．１％
（８７％）

７３
（５４）２１１４．３％３２３．８％５６１．９％１３塙町

１０９
（３５）

３．７％
（０．０％）

４
（０）

４５．９％
（１４％）

５０
（５）

５０．５％
（８６％）

５５
（３０）１８０．０％０５０．０％９５０．０％９鮫川村

３２９２８．３％９３６０．８％２００１０．９％３６５６１．８％１５３．６％３０４４．６％２５石川町
１０４１９．２％２０６５．４％６８１５．４％１６１３３０．８％４４６．２％６２３．１％３玉川村
９３１６．１％１５５９．１％５５２４．７％２３１９０．０％０５２．６％１０４７．４％９平田村
１０６２８．３％３０５２．８％５６１８．９％２０１８１１．１％２４４．４％８４４．４％８浅川町
７０４１．４％２９４４．３％３１１４．３％１０３２１８．８％６４３．８％１４３７．５％１２古殿町
６１３１６．５％１０１５４．６％３３５２８．９％１７７２２４．５％１８６．４％１９９．１％２三春町
２５９４５．９％１１９４９．０％１２７５．０％１３３７５．４％２４５．９％１７４８．６％１８小野町
１０３
（４３）

５．８％
（４．７％）

６
（２）

３８．８％
（１２％）

４０
（５）

５５．３％
（８４％）

５７
（３６）９０．０％０３３．３％３６６．７％６広野町

１１０
（６６）

１０．０％
（３．０％）

１１
（２）

２０．０％
（９％）

２２
（６）

７０．０％
（８８％）

７７
（５８）１１９．１％１９．１％１５．０％９楢葉町

１９４
（９３）

１１．３％
（０．０％）

２２
（０）

３６．１％
（１１％）

７０
（１０）

５２．６％
（８９％）

１０２
（８３）１９０．０％０２６．３％５７３．７％１４富岡町

７５
（３８）

１．３％
（０．０％）

１
（０）

５０．７％
（１８％）

３８
（７）

４８．０％
（８２％）

３６
（３１）６０．０％０３３．３％２６６．７％４川内村

２２８
（２）

２９．４％
（０．０％）

６７
（０）

４１．２％
（０％）

９４
（０）

２９．４％
（１００％）

６７
（２）４０．０％０５０．０％２５０．０％２大熊町

１１４
（９７）

１．８％
（１．０％）

２
（１）

１３．２％
（１１％）

１５
（１１）

８５．１％
（８８％）

９７
（８５）１０１０．０％１５０．０％５４０．０％４双葉町

４２４
（２４０）

５．０％
（２．１％）

２１
（５）

４２．２％
（２６％）

１７９
（６３）

５２．８％
（７２％）

２２４
（１７２）３００．０％０５０．０％１５５０．０％１５浪江町

６４
（１３）

３．１％
（０．０％）

２
（０）

４０．６％
（３１％）

２６
（４）

５６．３％
（６９％）

３６
（９）５０．０％０４０．０％２６０．０％３葛尾村

１５０２６．７％４０３０．０％４５４３．３％６５１６１２．５％２１８．８％３６８．８％１１新地町
１６６
（９０）

１２．０％
（０．０％）

２０
（０）

２５．９％
（１０％）

４３
（９）

６２．０％
（９０％）

１０３
（８１）２２９．１％２５０．０％１１４０．９％９飯舘村

４７，０２４
（２３，７７１）

１１．０％
（０．５％）

５，１８０
（１２１）

３６．３％
（１９％）

１７，０４９
（４，５０７）

５２．７％
（８１％）

２４，７９５
（１９，１４３）３，５０６６．４％２２６４３．２％１，５１３５０．４％１，７６７合計
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【浄化槽法第７条検査「不適正」の内訳】

平成22年度 浄化槽法定検査結果平成22年度　浄化槽法定検査結果
（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

【浄化槽法第１１条検査「不適正」の内訳】
割合件数内容

�工事（施工）上の不備、不注意による不適正

７.１１６流入管きょに未接続（合併処理）１

３.１７嵩上げの状況（６）、地上設置型（１）（維持管理困難）２

３.１７雨水の流入（２）、屋外洗場排水管（５）を流入管きょに接続３

０.９２特殊排水の流入（工場排水→２）４

０.４１浄化槽本体の水平の狂い５

０.４１浄化槽本体点検口蓋の欠落・破損・亀裂・変形６

１５.０３４小計

�浄化槽設置届書との相違による不適正（処理対象人員不足）

２.２５申請建築用途と実際の建築用途が異なる２１

１.８４申請建築物以外の建築物から接続２２

１.８４申請建築面積と実際の建築面積が異なる２３

０.９２その他（無届け）２４

６.６１５小計

�計画、設計、製造上の不備、不良による不適正

１.３３実流入汚水の過負荷（流入水量が多い）３１

１.３３制御装置、調整装置（１）の固定不良（稼働不良）３２

１.３３ろ材、接触材又は担体の浮上３３

０.９２送風機の固定又は稼働状況不良３４

０.９２短時間に多量の汚水が勢い良く流入する（原水ポンプ調整器無し）３５

０.４１槽本体と隔壁（仕切板）接続部不良３６

６.２１４小計

�その他による不適正

５７.１１２９保守点検未実施（１１０）、清掃に関する指摘事項（１９）４１

７.１１６放流水の水質不良、ＢＯＤ値が高い４２

７.１１６保守点検の内容が不十分（消毒剤の消失；１６）４３

０.４１使用状況が不良（油脂類の流入）４４

０.４１機能障害（生物膜の生成不良）４５

７２.１１６３小計

割合％件数
合計

１００２２６

割合件数内容

�保守点検・清掃が不十分による不適正
６７.２３，４８３（１３）清掃未実施（２６６８）・回数不足（３４）、記録票の保存状況（７６８）１

５.１２６５（４６）送風機故障（１８３）、旋回流・ばっ気攪拌停止２

４.８２４８（３）保守点検未実施（２１７）、回数不足（２４）、記録票の保存状況（４）３

２.４１２５（１９）ろ材、接触材の浮上、担体の流出（逆洗作業の不良又は未実施）４

２.２１１２汚泥の流出状況及び放流水の外観（ＳＳ）不良５

２.０１０４汚泥管理作業不十分（１０４）、清掃通知書未交付（０）６

１.４７３消毒の実施不良（６８）、消毒装置の固定不良（４）、消毒装置の接触不良（１）７

０.８４１調整装置、制御装置の固定・稼働不良。各種装置の稼動不良等８

０.３１６（１）各ポンプ類の故障による槽内満水９

０.０２機器類の稼働不良等１０

８６.３４，４６９（８２）小計

�浄化槽の破損・変形による不適正
１.８９５（８）本体漏水（８４）、本体の破損・変形・亀裂（９）２１

０.８４０隔壁等の破損、変形２２

０.４２２機器類の固定不良２３

０.３１４流入管きょ（１４）、放流管きょ（０）及び升の破損２４

０.１６越流ぜきの不均等越流、内部短絡２５

０.１４本体点検口蓋の欠落・破損２６

３.５１８１（８）小計

�工事（施工）上の不備、不注意による不適正
１.４７２（８）流入管きょに未接続（５１）・誤接続（８）、勾配不良等３１

０.７３６（２）放流管きょ勾配不良等による槽内冠水、逆流（越流せき部）、放流先の異常３２

０.６３３槽本体の深埋め（維持管理困難、破損の恐れ）３３

０.３１５（１）屋外洗場・雨水排除管の誤接続（８）、雨水・土砂等の流入（５）３４

０.３１４短時間に多量の汚水が勢い良く流入する（原水ポンプ調整器無し）３５

０.２１１特殊な排水の流入（医療、実験、温泉水・受水槽等の排水が流入）３６

０.２１０維持管理困難（設置場所、地上置き→足場・手摺り、蓋が重く開閉困難）３７

０.１６（４）槽本体の水平の狂い、本体浮上・沈下３８

０.１４（４）空気配管の誤接続（散気用と逆洗用）３９

３.９２０１（１９）小計

�処理能力が低下し、老朽化（旧構造浄化槽）等による不適正
１.３６８長時間ばっ気方式（単独処理）４１

１.２６０施設全体の老朽化４２

０.４２３腐敗方式（平面酸化型）４３

０.１３腐敗方式（散水ろ床型）４４
３.０１５４小計

�その他による不適正
１.６８５（６）実流入汚水量の過負荷（実流入汚水量）５１

０.８３９（６）処理対象人員不足、無届け（２）等５２

０.４２０機能障害（生物膜の生成不良）及び放流水の外観不良５３

０.４１９単位装置の水流の状況（閉塞等）５４

０.２１２使用状況が全般的に悪い。（油脂類、洗剤の流入）５５

３.４１７５（１２）小計

割合％件数
合計

１００５，１８０（１２１）
※件数（基）欄の（）内数字は、１１条検査（ＢＯＤ測定）における不適正件数である。
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�環境大臣表彰・浄化槽関係事業功労（伝達）

　　　鈴　木　　　正（棚 倉 支 部）

�環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部部長表彰

　（伝達）　　　  　　　渡　部　周　二（南相馬支部）

�全国浄化槽団体連合会・会長顕彰状（伝達）

鈴　木　　　正（棚 倉 支 部）

�全国浄化槽団体連合会・会長表彰状（伝達）

吉　川　　　昭（福 島 支 部）

�会　　長  大河原正一  �総合住宅環境センター

�副 会 長   長 林 久 夫  員外：日本大学工学部教授

   佐 藤　 博  � ひ ま わ り

   本 多 昌 雄  本 多 設 備 工 業 �

�専務理事  鴫 原 己 八  員外：�福島県浄化槽協会

�理　　事  吉 川　 昭  福 島 ネ オ 工 業 �

   山 川 正 人  山 川 産 業 �

  ※ 三 瓶 貞 夫  � 三 和 設 備

   杉 本 達 也  大 同 特 殊 開 発 �

   小 野 寺 仁  クボタ環境衛生�須賀川支店

  ※ 古 河 清 美  アメニティ石川地方　　　

エコ・サービス協業組合

　本協会は４月１１日、県合併処理浄化槽普及促進協議

会（会長＝高松義行本宮市長）、県環境整備協同組合連

合会（佐藤博会長）と合同で、東日本大震災で被害を

受けた浄化槽の復旧費用などを支援するよう、県に求

める緊急要望を行った。

　震災では多くの浄化槽が浮上、破損などの被害を受

け、県民からは市町村や協会、会員に対応等に関する

問い合わせが相次いだが、個人設置型が大部分を占め

ている本県においては、復旧にかかる手続きや費用な

ど、設置者個人の負担が大きく、また被災浄化槽によ

る公共水域の汚染も心配されることから、国・県に対

して迅速で柔軟な財政支援を求めた。

　要望したのは、「被災した住宅等における、みなし浄

化槽（単独処理浄化槽）等の合併処理浄化槽への一層

の転換促進」、「被災合併処理浄化槽の復旧支援」の２

項目。

　単独処理浄化槽等については転換、撤去費を助成す

る現行制度の増額・拡充と配管工事費にかかる助成制

度の創設。合併処理浄化槽については、入れ替えに対

3団体合同で県に緊急要望
復旧費用の支援など求める

緊急要望を行う大河原会長（左から２番目）ら

する補助制度がないため創設を促した。

　要望には県合併処理浄化槽普及促進協議会から堀井

和廣本宮市企業局長、本協会から大河原会長、鴫原己

八専務理事、県環境整備協同組合連合会から山川正人

副会長、豊田俊一専務理事が出席。福島市の県自治会

館で�松努県生活環境部次長に要望書を手渡した。併

せて今年度当初予算における浄化槽関連予算の執行方

針を早期に示すことなども求めた。

　なお県は８月末に、震災により全損した合併処理浄

化槽の入れ替えに対する補助を決めている。

���� 第37回通常総会で選出された新役員 ����
�理　　事 ※ 大 竹 真 次  � 大 実 水 道 設 備 工 業

   横 山 正 弘  � 高 田 燃 料

   穴 沢 貞 夫  �光和設備工業所田島営業所

   田 原 義 久  � 昭 和 衛 生 セ ン タ ー

  ※ 但 野　 浩  � 公 水 設 備

   長 尾 一 雄  �合 長 栄 社

   根 本　 茂  � ア メ ニ テ ィ い わ き

   蛭 田 光 俊  � 山 崎 設 備

  ※ 渡 辺 忠 行  中 央 環 境 整 備 �

�監　　事　 鈴 木 武 雄  員外：鈴木税理士事務所

   野 田　 傳  � 野 田 工 業 所

　　　※＝新　任

�全国浄化槽団体連合会・会長感謝状（伝達）

古　河　清　美（郡 山 支 部）

�福島県浄化槽協会・会長表彰状

安　齋　義　勝（二本松支部）

佐　藤　政　美（　　同　　）

大　塚　博　文（須賀川支部）

櫛　田　忠　夫（田 村 支 部）

������ 第37回通常総会表彰受賞者 ������
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